
第５２５回遊佐町議会定例会一般質問通告書 
 

                        平成３０年６月定例会 

通告順 通 告 者 質 問 事 項 要       旨 

１ 

２番 

松永 裕美 

 

（一問一答） 

１．当町の要保護

児童の実態と、児

童虐待の未然防止

対策について 

○当町の要保護児童の実態は現在どのよう

な状況であるか？ 

○庄内児童相談所で過去３年間に虐待認定

された件数の推移は？ 

○当町の未然防止対策はどのようなもの

か？ 

 

２．当町の高齢者

ドライバーの方々

の事故防止策につ

いて 

○免許返納率の実態は？ 

○福祉タクシー券（高齢者分）利用率は？ 

○当町の少子高齢化に伴う、高齢者の方々

の足となる交通機関対策はどのようにお考

えか？ 

○注意喚起（事故防止の為）に効果的な当

町オリジナル交通標識ステッカー作成・導

入の提案。 

２ 

３番 

菅原 和幸 

 

（一問一答） 

１．森林経営管理

法の施行にあわせ

た対応は  

 国は、平成３１年度より自治体へ、森林

整備関連予算を配分する計画である。５月

末には「森林経営管理法」が成立、森林の

荒廃を防ぐ観点で市町村に経営管理権を付

与、仲介役を担わせる制度でもある。しか

し、森林経営は、植林から主伐まで半世紀

ほどを要し、長期間の継続性を求められる。 

 本町の民有林は、総面積の約２７％であ

る。新たな法律の施行と事業制度にどう対

応されるか伺う。 

 森林は、“緑のダム”として水源涵養機能

を持つ。産業としての林業振興や林地開発

等について、行政側と各山林組合等との連

携構築を図るため、「仮称・林業振興協議会」

を設置、推進することも必要ではないか。 

２．公文書のデジ

タル化の現状につ

いて 

本町の公文書は処務規則により管理さ

れ、必要に応じて、公開条例に基づきデジ

タル化されホームページ等に公開される。

新庁舎建設計画でもデジタル化が検討され

ているようであるが、文書管理システム推

進委員会での検討状況について伺う。 

議会基本条例に定める説明資料を、紙ベ

ースとデジタル化ベースでの提示の可能性

について伺う。 



通告順 通 告 者 質 問 事 項 要        旨 

３ 

１１番 

斎藤 弥志夫 

 

（一問一答） 

１．青葉台団地の

公園用地は危険  

 西遊佐地区からの要望で青葉台の公園用

地について、ガードレールの設置、危険な

段差の個所には転落防止柵の設置、遊具の

設置をお願いしている。青葉台団地の子ど

もたちは道路で遊んでいることが多いとい

うことなので安全に遊び、また、くつろげ

る公園は団地内に必要である。遊具につい

ては町民協働公園づくり補助事業で集落が

対応することになる。１.２Ｍほどの段差は

転落すれば大けが、あるいは打ち所が悪け

れば死亡事故につながるものであって、現

状のまま放置しておくのは適切でない。段

差の問題は公園用地の根本的な構造上の欠

陥であって、単に公園用地の整備とみなす

のは間違いである。役場のずさんな工事の

責任を集落に押し付けるのはとんでもない

見当違いである。転落防止のフェンスの工

事とガードレールの設置は役場が責任を持

って、すべての経費を負担して実施すべき

である。 

２．青葉台のカー

ブミラーは１枚を

２枚に 

八福神のすぐ東側の通りにカーブミラー

が２ヶ所に１枚ずつ取り付けられている。

この通りは道路の際まで家が建っていて見

通しがよくない。カーブミラーがない方向

は一時停止するまでほとんど見えない。交

通安全の確保のためにカーブミラーを１枚

ずつ増やして２ヶ所とも２枚にしてもらえ

ないか。 

３．西通川左岸の

ビニールごみ 

西通川のにしどおりはしの所に廃ビニー

ルがかなりの量放置されている。この場所

が会社の敷地内なのか土手の一部なのかは

明確でないが、いづれにしても環境が汚染

されていることに変わりはない。風が強い

ときにはビニールが周囲に飛び散って川に

も落ちるという。企業が放置したビニール

であるので企業が処理するのは当然であろ

うが、行政指導を含めてビニール処理にど

のように対応するのか、役場の対策を伺う。 



通告順 通 告 者 質 問 事 項 要        旨 

４ 

１番 

齋藤  武 

 

（一問一答） 

１．特に町並みづ

くりにおいて、ど

のような地域デザ

イン戦略を考えて

いるのか。新庁舎

建設等において

も、それらはどう

反映されるのか。 

「デザイン」には一般的にはモノやコト

を見栄え良く見せるという意味合いがある

が、今日的には、あるモノやコトを分かり

易く伝える手段という意味での「デザイン」

が重要になっている。 

来訪者から、遊佐の町並みを見て遊佐町

らしさを感じ取ってもらえるのなら、うれ

しいことであるが、そのような視点からの

地域デザイン戦略は具体的にどう考えられ

ているのか。また、新庁舎建設やその他の

町有施設の整備において、それらはどのよ

うに反映されていくのか。 

２．「遊佐町の健全

な水循環を保全す

るための条例」は

活用されているの

か。 

条例は制定されても活用されなければ、

価値が大きく減じてしまう。とりわけ、国

や県も関係するような手続的条例ではな

く、この町が独自に制定した実体的条例で

ある「遊佐町の健全な水循環を保全するた

めの条例」は、町が主体的に運用しなけれ

ば意味をなさない。 

制定から一定の年月が経過してこの条例

の運用状況であるが、水循環のモニタリン

グや水循環遺産の指定など、不十分あるい

は手が付いていないと思われる事項が見受

けられる。専門家の力も借りながら、条例

の活用を進めるべきではないか。 

５ 

１０番 

土門 治明 

 

（一問一答） 

１．介護保険法改

正について  

○改正介護保険法がＨ２９年５月に成立し

た。今回の改正により本町の内容はどう変

わるのか。 

○１号被保険者の保険料が増えたことの理

由はどこにあるのか。 

○７年後には 7,200 円、高齢化率がピーク

のＨ４０年には約 9,200円に上昇するとの

推計がでている。本町では、高齢者の介護

認定率が、現状維持か下降気味であること

を考えると、推計よりは、下の線でいくよ

うな対策を伺う。 

２．小学校の統合

について  

 今年度中に、町立学校適正整備審議会の

答申がでる。Ｈ２３年度の答申では、今度

複式学級が生じた時点で一小に統合すると

いうものであるが、現実は複式を認めてい

る。Ｈ３４年度には２複式が生じる。審議

会の意見は様々であるが、町としての考え

を伺う。 



通告順 通 告 者 質 問 事 項 要        旨 

６ 

４番 

筒井 義昭 

 

（一問一答） 

１．新庁舎建設に

向けた計画検討

が進められてい

るが、遊佐町の公

共建築物等にお

ける木材の利用

促進に関する基

本方針に則った

計画の推進を。 

 平成３２年の完成に向け新庁舎建設計画

が検討され、７月末には基本計画が最終決

定される予定である。 

 工法等の検討もあるが、町内の６５％を

占める森林の森林資源活用による地域経

済への貢献と、景観に配慮した庁舎建設が

求められていると考える。 

 平成２４年８月に制定した遊佐町の公共

建築物等における木材の利用促進に関す

る基本方針に則り、新庁舎への地域産木材

利用計画を推進すべきである。 

２．介護職を目指

す学生への就学

支援施策の検討

を。 

 団塊世代が後期高齢者になる２０２５年

には、要介護者が全国で７７０万人になる

と想定されている。  

 山形県においても６万８３０１人へと増

え、認定率も１９．２％と高まる想定が示

されている。 

 介護職人材の確保と育成は急務の課題で

あり、特に介護職を目指す学生への就学支

援制度の創設による精神保健福祉士・社会

福祉士等の人材の育成を図るべきと考え

る。 

７ 

９番 

高橋 冠治 

 

（一問一答） 

１．町民バス(スク

ールバス)の運行

のあり方につい

て 

冬期間になると毎年のように冬の間だけ

でもスクールバスに乗車できないものか、

特に中学校生徒の乗車圏外の保護者からは

要望が出る。平成５年の統合時の生徒数は

７３９人で、現在３０年度では３１１人で

統合時の４２％に過ぎない。 

このように生徒数が激減しているなか冬

期間、路線や停留所を増やすことなく、希

望の生徒を乗車させる事は物理的に可能で

はないか、町の考えは。 

２．町の臨時職員、

保育士等の待遇

は十分か、また介

護職員等の人材

も不足している。

町の考えは。 

全国的に人手不足と言われる昨今、地方

でも保育士や介護職員の不足が目立ってき

た。 

これと国でも「働き方改革法案」を審議

中である。 

人材不足は福祉サービスの低下をまね

く。町でも臨時職員や嘱託職員の待遇改善

や民間を含めた介護職員の確保は緊急の課

題である。町の考えは。 

 

 



通告順 通 告 者 質 問 事 項 要        旨 

８ 

８番 

佐藤 智則 

 

（一問一答） 

１．十六羅漢の課

題  

 去年の夏、サンセット十六羅漢において

「この先行けないよ」の声に、車椅子の人

がいる家族連れがおった。 

 十六羅漢の東屋に行ってみたいとの想い

ではなかっただろうか。歩ける人は歩道橋

を渡り東屋周辺からの景観は評価されて

いるスポットである。駐車場・トイレも完

備し、車椅子等の人も十六羅漢に行けて、

眼下の羅漢像に着目し、眼前に広がる日本

海。その先に飛島を配し、夕暮の太陽が水

平線に沈む様は、真っ赤な一本の柱とな

り、岸に迫りくる光景は実に圧巻である。 

 羅漢像の歴史に触れ、素晴らしい景勝の

地にきた全ての人が十六羅漢を享受でき

るよう、遊佐人の心意気と英知を結集でき

ないものか。 

２．広畑橋架替え

事業及び畑西線

道路改良事業の

進捗は  

 Ｈ２５年度の総合発展計画第５期実施計

画に畑藤井金俣線（広畑橋）改築事業が初

めて計画記載される。Ｈ２６年度より年

次、地権者等に説明会が行われ相互確認し

てきた。Ｈ３０年度はこれまでの計画推移

によれば工事に着工すべく計画であり、こ

の通りか。又、Ｈ３２年度には町道改良工

事及び広畑橋の完成をもって供用開始の

計画通り遂行出来るのか。特に事業地域住

民とすれば長年にわたる懸案であった最

重要事業でもあり、万難を排して取り組ん

でいただきたい。 

 

 

 


